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■三原市の位置 
本市は、中国地方の中心部、広島県の中央東部に位置しており、面積は471.51ｋ㎡です。竹

原市、東広島市、世羅町、尾道市に接しており、新幹線の停車駅であるJR三原駅からJR広島駅

までは約30分で連絡されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自然条件 
気候は、温暖・多照少雨といった瀬戸内海式気候に属し、年平均気温は南部で15～16度、北

部で12～13度、年間降水量は南部で約1,200㎜、北部で約1,300㎜となっています。 

地形は、大峰山系により区分される南部と北部とでは様相が異なっており、南部には沼田川流

域の平野に加えて、瀬戸内海と山地に囲まれた帯状の平野が広がり、北部には、世羅台地の一部

をなす丘陵状の平地が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
写真 沼田川河口付近の市街地 写真 北部の田園風景 

図 位置図 
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■人口  

本市の⼈⼝は、昭和60(1985)年をピークに継続的に減少しており、今後も減少傾向が続く

と考えられます。また、広島県内における⼈⼝割合についても、昭和55(1980)年より継続的に

減少しています。 

本市の65歳以上⼈⼝は、昭和55(1980)年から継続的に増加しており、⾼齢化率（65歳以上

⼈⼝の割合）は35.7％で広島県平均の29.6％を⼤きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般世帯数  

本市の一般世帯数は、昭和55(1980)年以降増加傾向にあるものの、世帯⼈員数は減少して

おり、平成７(1995)年以降、３⼈を下回っています。核家族化や単⾝世帯の増加によるものと

推測されます。なお、世帯⼈員数は、広島県平均を継続的に上回っています。 
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資料：国勢調査 

図 年齢３区分別人口割合※１ 

資料：国勢調査 

※１：年齢３区分別人口割合は年齢不詳人口を除き算出 

図 一般世帯数と県内における一般世帯数割合 

資料：国勢調査 

図 一般世帯人員数（広島県平均との比較） 

資料：国勢調査 



 Ⅰ 三原市の現況等  

 - 3 - 

■産業別就業者数  

本市の就業者数は減少傾向にあり、令和２(2020)年では、41、111⼈となっています。 

構成比率をみると、第１次産業が5.4％、第２次産業が30.7％、第３次産業が63.9％であり、

第１次産業、第２次産業が減少する⼀方、第3次産業が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工業  

本市の工業の状況をみると、事業所数、従業者数は、緩やかに減少しており、製造品出荷額等

は、増加傾向にありましたが、平成22(2010)年以降、減少傾向に転じています。令和３年（2

021）年の事業所数は188事業所、従業者数は7,847⼈、製造品出荷額等は約3,040億円とな

っています。 

県内シェアをみると、従業者数、製造品出荷額等は減少傾向にあり、事業所数は微増傾向にあ

ります。令和３年（2021）年の事業所数県内シェアは約3.9％、従業者数県内シェアは約3.8％、

製造品出荷額等県内シェアは約3.4％となっています。 
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図 産業別就業者数の状況 

資料：国勢調査 

図 産業別就業者数の状況（割合） 

資料：国勢調査 
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資料：工業統計調査、経済センサス（H28・R3） 

図 工業の県内シェアの状況 

資料：工業統計調査、経済センサス（H28・R3） 
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■商業 
平成15年度広島県商圏調査報告書によると、本市は旧三原市を中心として竹原市、旧世羅町、

旧本郷町、旧久井町、旧大和町、旧拆戸田町からなる独立型商圏を形成しています。 

事業所数、年間商品販売額はいずれも県内シェアとともに減少傾向にあり、従業者数は近年増

加傾向にあるものの、県内シェアは減少傾向が続いています。令和３（2021）年現在、事業所

数674事業所、従業者数4,825人、年間商品販売額82,541百万円となっています。 
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資料：商業統計調査、経済センサス（R3） 

図 商業の県内シェアの状況 

資料：商業統計調査、経済センサス（R3） 

写真 三原西部工業団地 写真 商店街 
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■農業  

農家戸数は減少傾向であり、令和２(2020)年現在、3,238戸となっていますが、戸当たり経

営耕地面積は令和２(2020)年を除いて近年増加傾向にあり、令和２(2020)年現在、約0.83h

aとなっています。 

経営耕地面積を耕地種類別にみると、田・畑・樹園地のいずれも減少傾向にあり、令和２（2

020）年では、田は2,435ha、畑は148ha、樹園地は105haとなっています。 

久井町、大和町、八幡町や沼田東町、沼田西町は、基盤整備された優良な農地が広がっています。 
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資料：農林業センサス 

図 種類別の経営耕地面積の状況（指数） 

資料：農林業センサス 
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■三原市長期総合計画基本構想（令和7年3月）  
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■都市計画の基本理念と定義 

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び

機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地

の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものです。  

都市計画法における「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業等に関する計画で、同法に規

定される内容と手続きに従って定められたものです。 

都市計画は原則として都市計画区域内において定められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※都市計画区域：健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという、都市計画の理念を達成するために、都市計画法と

建築基準法等の法令の適用を受ける土地の範囲。 

 

■都市計画の手続き 

都市計画を定めるには一定の手続きが必要で、都市計画には都道府県が定めるもの

と、市町村が定めるものがあります。 

都道府県は市町村の区域を越える広域的･根幹的な都市計画を定め、その他の都

市計画は市町村が定めます。 
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■都市計画マスタープラン等 
計画的なまちづくりを進めていくためには、都市全体や身近にあるまちを将来ど

のようにしていきたいかを具体的に考えていくことが重要です。 

都市計画法では、都道府県と市町村がそれぞれの役割分担に応じたマスタープラ

ンを策定することとされています。 

 

１．都市計画区域マスタープラン 

都道府県が策定するマスタープランです。人口や人・物の動き、土地の利用の

仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、まちをど

のようにしていきたいかを定めます。具体的には、以下のような内容を定めます。 

① 都市計画の目標  

② 区域区分の決定の有無及び当該区分を決めるときはその方針 など 

  広島県では都市計画区域を越えて強い結びつきのある一体的な地域（圏域）を単位とした都

市計画区域マスタープランを令和３年に策定しています。 

２．市町村マスタープラン 

住民に最も近い立場にある市町村が、その

創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まち

づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、

地区別のあるべき「まち」の姿を定めるもの

です。 

三原市では平成22年にマスタープランを

策定し、平成31年に改定を行っています。 

 

３．立地適正化計画（都市再生特別措置法） 

立地適正化計画は、都市計画区域マスター

プランに即するとともに、市町マスタープラ

ンとの調和を図りつつ、都市全体を見渡しな

がら将来の都市像を描き、都市拠点への居住

機能や医療・福祉・商業・公共交通等のさま

ざまな都市機能を誘導することにより、コン

パクト+ネットワーク型の都市の実現に向け、

市町が策定する計画です。 

また、都市再生特別措置法（令和２年９月

施行）の改正により、居住誘導区域に残存す

る災害リスクに対して防災指針を定め、必要

な防災・減災対策に取り組むことが義務付け

られました。 

三原市では平成29年に立地適正化計画を

策定しています。 
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■土地利用 
１．区域区分（市街化区域及び市街化調整区域） 

人口や産業が都市に多く集中するようになると、都市周辺部における虫食い状の

開発等が進み、道路や公園が整備されていない無秩序な市街地が形成される恐れが

あります。 

無秩序な市街化を防止して計画的な市街化を図るため、都市計画区域を計画的な

市街化を図る区域と、市街化を抑制する区域に区分することを区域区分といいます。 
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２．地域地区 

用途地域を中心に様々な地域地区を組み合わせて定め、建築物等の用途・容積・

形態等の規制・誘導を行うものです。 

自然的条件や土地利用の動向を考えて、住居、商業、工業その他の用途を適正に

配分することにより、住環境の保護、業務の利便増進、美観風致の維持、公害・火

災等の防止など、適正な都市機能の維持増進を図るように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市施設 

健康で文化的な都市生

活及び機能的な都市活動

を 確 保 す る た め に 必 要

な、道路、公園、下水道な

どの都市施設は、あらか

じめ都市計画によって決

定することができます。 

都市施設は、土地利用、

交通等の現状及び将来の

見通しを考えて、適切な

規 模 及 び 配 置 で 定 め ま

す。 

また、都市計画で決定

された都市施設の区域に

は、事業の円滑化のため

に一定の建築制限が課さ

れます。   
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（出典：「国土交通省ホームページ（都市計画制度の概要）」） 

田園住居地域 

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。住宅に
加え、農産物の直売所などが建てられます。 

図 用途地域のイメージ図 
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（出典：「広島県の都市計画 2021」） 
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■市街地開発事業 

公共施設の整備改善及び宅地の

利用増進を図り、健全な市街地を

形成することを目的としており、

代表的な事業として土地区画整

理事業や市街地再開発事業など

があげられます。 
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■地区計画等 

 地区計画は、住民の意向を反映しながら、地区の特性に応じたきめ細かい計画を

定め、建築物を規制･誘導し、住みよい特色あるまちづくりを総合的に進めるため

の制度です。  
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■三原市で定められている都市計画 
都市計画法に基づいて定めることができる都市計画は非常に多様ですが、そのう

ち三原市の区域において定められている都市計画は次のとおりです。  

 

 区域区分     市街化区域・市街化調整区域  

 土地利用   

 地域地区     用途地域・高度利用地区・臨港地区  

  都  

 市  

 計  

 画  

 区  

 域  

 

 都市施設                   道路・公園・下水道  

                              ごみ焼却場・汚物処理場・防砂  

                               

 市街地開発事業             土地区画整理事業  

                                        

 

 地区計画等                 地区計画  

 

■都市計画区域 
都市計画区域は、自然的及び社会

的条件等を勘案し、一体の都市とし

て総合的に整備、開発又は保全する

必要がある区域について定めるもの

となっています。 

本市には、三原地域に区域区分を

定める備後圏都市計画区域、本郷地

域に区域区分を定めない本郷都市計

画区域が指定されており、制度の異

なる２つの都市計画区域が並存して

います。 

都市計画区域の面積は約14,４81

ha（備後圏約8,828ha、本郷約5,653ha）

で市域の約1/3に当り、都市計画区

域内人口は66,541人（令和２年国勢

調査）です。 

 

 

 

 

 

                    図 都市計画区域図 

 

  

本郷都市計画区域 備後圏都市計画区域 

市街地再開発事業 
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【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】 

市域の一部が備後圏都市計画区域として指定を受けています。備後圏都市計画区

域は、三原市のほか尾道市、福山市、府中市で構成されています。 

指定変更年月日  指定及び変更の内容   面積  

昭和 9(1934) .  3 .13 

 

昭和32(1957) .  5 .  6 

昭和48(1973) .  3 .  9 

 

昭和59(1984) .  4 .16 

 

平成 3(1991) .  9 .30 

 

 

平成13(2001) .10.11 

広島県三原都市計画区域の指定(内務省告示第125号) 

広島県糸崎都市計画区域の指定(内務省告示第127号) 

広島県三原都市計画区域の変更(建設省告示第743号) 

広島県三原都市計画区域を備後圏都市計画区域に変更(県報定期第

18号公告) 

三原市に係る都市計画区域の県報公告の訂正 

(県報定期第4035号公告)中之町南及び北の一部を除外 

備後圏都市計画区域の変更(県報号外第122号公告) 

沼田西町松江、沼田西町小原、沼田東町納所、沼田東町末広字般若、

田野浦町の一部を追加指定 

備後圏都市計画区域の変更(県報定期第5779号公告) 

沼田西町惣定の全域、小泉町の一部を追加指定 

三原町区域 

糸崎町区域 

三原市区域 

約7,843ha 

 

約7,843ha 

 

約8,553ha 

 

 

約8,820ha 

※糸崎九丁目松浜地区、貝野地区埋立の一部竣工により、令和７年４月現在の都市計画

区域面積は約8,828ha。 

 

【本郷都市計画区域】 

本郷町北西部に位置する広島空港周辺から、本郷駅周辺を中心とした既成市街地

に至るまで、本郷町の大部分が本郷都市計画区域に指定されています。 

指定変更年月日  指定及び変更の内容  面積  

昭和６１(1986).12.15 本郷都市計画区域の指定 約5,653ha 

 

■市街化区域及び市街化調整区域 
昭和48年の都市計画区域の見直しとほぼ同時に、備後圏都市計画区域には区域

区分が定められています。 

その後、９回の総合的な見直しを経て現在に至っています。 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  市街化区域面積  市街化調整区域面積 

昭和48(1973). 3.27 

昭和57(1982).12.16 

平成 3(1991). 9.30 

平成 4(1992). 9.10 

平成13(2001).10.11 

平成17(2006). 1.31 

平成22(2010). 3.25 

平成24(2012) . 4.  5 

令和 4(2022). 12.26 

令和 7(2025). ３.31 

当初決定      広島県告示第 229号 

第１回見直し 広島県告示第1318号 

第２回見直し 広島県告示第1073号 

特定保留解除 広島県告示第 952号 

第３回見直し 広島県告示第 898号 

第４回見直し 広島県告示第 128号 

特定保留解除  広島県告示第 242号 

第５回見直し 広島県告示第 378号 

第６回見直し 広島県告示第 954号 

随時見直し（注2） 広島県告示第365号 

約1,151.0ha 

約1,147.1ha 

約1,237.5ha 

約1,255.0ha 

約1,347.6ha 

約1,347.6ha 

約1,353.7ha 

約1,353.8ha 

約1,347.3ha 

約1,345.1ha 

約6,692.0ha 

約6,695.9ha 

約7,315.5ha 

約7,298.0ha 

約7,472.0ha 

約7,472.0ha 

約7,474.3ha(注1) 

約7,474.2ha 

約7,480.7ha 

約7,482.9ha 

 (注 1)調整区域面積の増分は,貝野地区埋立の一部竣功による調整区域面積増を整理したことによる。 

(注 2) 市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入（逆線引き）する取組による。 
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【本郷都市計画区域】 

本郷都市計画区域は区域区分を定めていない、いわゆる「非線引都市計画区域」

です。 

 

■用途地域 
【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

 昭和26(1951). 6. 1 
 

 

 昭和41(1966).12.28 

 

 

 昭和48(1973).12.25 

 

 

 

 

 

 昭和57(1982).12.16 
 

 

 

 

 

 平成 3(1991). 9.30 
 

 

 

 

 

平成 4(1992). 9.10 

 

 

 

 

平成 8(1996). 3.25 

 

 

 

 

 

平成13(2001).10.11 

 

 当初決定 建設省告示第4244号(昭和26年６月21日施行) 

 ○住居地域 944.0ha、商業地域 94.0ha、準工業地域 71.0ha、  

   工業地域 151.0ha、未指定 11、369ha 

 建設省告示第4244号(昭和42年１月17日施行) 

 ○住居地域 904.0ha、商業地域 68.0ha、  

  準工業地域 69.0ha、 工業地域 233.0ha 

 建設省告示第1002号（備後圏として当初決定）  

 ○第一種住居専用地域 58.3ha、  

  第二種住居専用地域 93.1ha、住居地域 507.9ha、  

  近隣商業地域 60.7ha、商業地域 45.9ha、  

  準工業地域 152.0ha、工業地域 28.1ha、  

  工業専用地域 205.0 ha 

 広島県告示第1319号  第１回見直し  

 ○第一種住居専用地域 58.3ha、  

  第二種住居専用地域 93.1ha、住居地域 507.9ha、  

  近隣商業地域 60.7ha、商業地域 45.9ha、  

   準工業地域 152.0ha、工業地域 28.1ha、  

  工業専用地域 205.1ha 

 広島県告示第1074号 第２回見直し  

 ○第一種住居専用地域 58.2ha、  

  第二種住居専用地域 91.7ha、住居地域 492.3ha、  

  近隣商業地域 75.5ha、商業地域 46.9ha、  

   準工業地域 149.8ha、工業地域 116.5ha、  

  工業専用地域 206.6ha  

広島県告示第953号 特定保留解除  
 ○第一種住居専用地域 75.7ha、  
   第二種住居専用地域 91.7ha、住居地域 492.3ha、  
   近隣商業地域 75.5ha、商業地域 46.9ha、  
   準工業地域 149.8ha、工業地域 116.5ha、工業専用地域 206.6ha 

広島県告示第330号 法改正に伴う変更  
 ○第一種低層住居専用地域 58.2ha、  
   第一種中高層住居専用地域 91.7ha、  
   第一種住居地域 497.3ha、近隣商業地域 81.3ha、  
   商業地域 46.9ha、準工業地域 156.5ha、  
  工業地域 116.5ha、工業専用地域 206.6ha 

三原市告示第 82号 第３回見直し 

○第一種低層住居専用地域 66.7ha、  
  第二種低層住居専用地域 0.3ha、  
  第一種中高層住居専用地域 110.4ha、  
  第一種住居地域 506.0ha、近隣商業地域 81.3ha、  
商業地域 46.9ha、準工業地域 155.3ha．  

 工業地域 174.1ha．工業専用地域 206.6ha．  
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（用途地域つづき） 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

平成16(2004).3.10 三原市告示第 13号 第４回見直し 

○第一種低層住居専用地域 59.0ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.2ha、 
第一種住居地域 503.9ha、準住居地域 26.0ha、 

近隣商業地域 86.5ha、商業地域 46.8ha、準工業地域 150.2ha． 
工業地域 174.1ha．工業専用地域 206.6ha 

平成16(2004).12.17 三原市告示第 94号 第５回見直し 

○第一種低層住居専用地域 59.0ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.2ha、 
第一種住居地域 503.9ha、準住居地域 26.0ha、 

近隣商業地域 86.5ha、商業地域 46.8ha、準工業地域 150.2ha． 
工業地域 174.1ha．工業専用地域 206.6ha 

平成22(2010).3.25 三原市告示第 20号 特定保留解除 

○第一種低層住居専用地域 59.0ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.2ha、 
第一種住居地域 500.1ha、準住居地域 26.0ha、 

近隣商業地域 86.5ha、商業地域 50.8ha、準工業地域 150.2ha． 
工業地域 180.0ha．工業専用地域 206.6ha 

平成24(2012).８.27 三原市告示第131号 第6回見直し 

○第一種低層住居専用地域 58.7ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.3ha、 
第一種住居地域 500.0ha、準住居地域 26.4ha、 

近隣商業地域 99.2ha、商業地域 50.8ha、準工業地域 145.2ha． 
工業地域 172.3ha．工業専用地域 206.6ha 

平成27(2015).11.18 三原市告示第148号 第7回見直し 

○第一種低層住居専用地域 58.7ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.3ha、 
第一種住居地域 500.0ha、準住居地域 26.4ha、 

近隣商業地域 101.2ha、商業地域 50.8ha、準工業地域 143.2ha． 
工業地域 172.3ha．工業専用地域 206.6ha 

令和４(2022).12.26 三原市告示第146号 第8回見直し 

○第一種低層住居専用地域 55.8ha、第二種低層住居専用地域 0.3ha、 
第一種中高層住居専用地域 94.1ha、 
第一種住居地域 496.5ha、準住居地域 26.4ha、 

近隣商業地域 101.2ha、商業地域 50.8ha、準工業地域 143.2ha． 
工業地域 172.3ha．工業専用地域 206.6ha 

令和7(2025).3.31 三原市告示第36号 随時見直し 

（市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組による） 

 

区     分 
面  積 

（ha） 

構成比 

（％） 

容積率 

（％） 

建蔽率 

（％） 

高さ限度 

（ｍ） 

第一種低層住居専用 地域 
第二 種低 層住 居 専用 地域 
第一種中高層住居専用地域 
第 一 種 住 居 地 域 
準 住 居 地 域 
近 隣 商 業 地 域 
商 業 地 域 

〃 
〃   (高度利用地区)  

準 工 業 地 域 
工 業 地 域  
工 業 専 用 地 域 

55.7 
0.3 

93.6 
496.2 

26.4  
101.2 

44.0 

4.0 
2.8 

142.9 
171.3 
206.6 

4.1 
0.0 
7.0 

36.9 
2.0 
7.5 
3.3 

0.3 
0.2 

10.6 
12.7 
15.4 

100 
150 
200 
200 
200 
300 
400 

300 
600 
200 
200 
200 

50 
60 
60 
60 
60 
80 
80 

80 
80 
60 
60 
60 

10 
10 
－  
－ 

－  
－  
－ 

－  
－  
－  
－  
－  

 合     計   1,345.1  100.0    

（令和 7 年４月現在）  
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【本郷都市計画区域】  

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

平成 2(1990). 3. 1 
(合計267.8ha) 
 
 
 

広島県告示第226号 
○第一種住居専用地域 12.5ha、第二種住居専用地域 56.7ha、住居地域 131.9ha、 
近隣商業地域 10.9ha、商業地域 1.4ha、 
準工業地域 11.9ha、工業地域 42.5ha 

平成 7(1995).12.18 
(合計267.8ha) 
 
 
 

広島県告示第57号 法改正に伴う変更 
○第一種低層住居専用地域 12.9ha、第二種低層住居専用地域  6.9ha、 

第二種中高層住居専用地域 49.8ha、 
第一種住居地域 115.9ha、第二種住居地域 14.2ha、 
近隣商業地域 12.3ha、商業地域 1.4ha、準工業地域 11.9ha、 
工業地域 42.5ha 

平成14(2002).10. 4 

(合計267.8ha) 

 

 

本郷町告示第 42号 第1回見直し 

○第一種低層住居専用地域 12.9ha、第二種低層住居専用地域 33.2ha、 

第二種中高層住居専用地域 51.4ha、 

第一種住居地域 88.0ha、第二種住居地域 14.2ha、 

近隣商業地域 12.3ha、商業地域 1.4ha、準工業地域 11.9ha、 
工業地域 42.5ha 

平成17(2005). 2.28 

 

 

 

 

 

本郷町告示第 18号 第２回見直し 

○第一種低層住居専用地域 12.9ha、第二種低層住居専用地域 33.2ha、 

第二種中高層住居専用地域 51.4ha、 

第一種住居地域 88.6ha、第二種住居地域 7.8ha、 

近隣商業地域 27.4ha、商業地域 1.4ha、準工業地域 11.9ha、 
工業地域 54.3ha 

平成24(2012). 8.27 三原市告示第132号 第３回見直し 

○第一種低層住居専用地域 12.9ha、 

第二種低層住居専用地域 33.2ha、第二種中高層住居専用地域 51.4ha、 

第一種住居地域 88.6ha、第二種住居地域 7.8ha、 

近隣商業地域 27.4ha、商業地域 1.4ha、準工業地域 11.9ha、 
工業地域 54.4ha 

令和 2(2020).1.21 三原市告示第132号 第４回見直し 

○第一種低層住居専用地域 12.9ha、 

第二種低層住居専用地域 33.2ha、第二種中高層住居専用地域 51.4ha、 

第一種住居地域 88.6ha、第二種住居地域 7.8ha、 

近隣商業地域 27.4ha、商業地域 1.4ha、準工業地域 11.9ha、 
工業地域 71.1.4ha 

令和 4(2022).11.22 三原市告示第137号 第５回見直し 

 

区     分 
面  積 

（ha） 
構成比 

（％） 
容積率 

（％） 
建蔽率 

（％） 
高さ限度 

（ｍ） 

第一種低層住居専用 地域 

第二 種低 層住 居 専用 地域 

〃 

第二種中高層住居専用地域 

第 一 種 住 居 地 域 

第 二 種 住 居 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

工 業 地 域  

12.9 

26.3 

6.9 

51.4 

88.6 

7.8 

27.4 

1.4 

11.9 

85.4 

 

4.0 

8.2 

2.2 

16.1 

27.7 

2.4 

8.6 

0.4 

3.7 

26.7 

 

100 

100 

150 

200 

200 

200 

200 

400 

200 

200 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

80 

80 

60 

60 

10 

10 

12 

－  

－ 

－ 

－  

－  

－  

－  
 合     計  320.0 100.0    

  （令和７年４月現在） 
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■高度利用地区(三原都市計画のみ) 
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用

と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高

限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面位置の制限を定める地区です。  

三原駅前市街地再開発事業の区域に定められています。 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

昭和49(1974) .  2 .22 三原市告示第15号  
○面積約 2.8ha、容積率 30／10以上、  
建築面積の最低限度 300ｍ ２以上  

昭和51(1976) .10.21 三原市告示第53号  
○面積約 2.8ha、建ぺい率 8／10以下、  
容積率 30／10以上 60／10以下、  
建築面積の最低限度 300ｍ ２以上  

平成29(2017)年.7 .20 三原市告示第82号  
○第１地区：面積約 1.0ha、建ぺい率 8／10以下、  
容積率 30／10以上 60／10以下、  
建築面積の最低限度 300ｍ ２以上 

○第２地区：面積約 0.8ha、建ぺい率 8／10以下、  
容積率 15／10以上 60／10以下、  
建築面積の最低限度 300ｍ ２以上 

 

■臨港地区(三原都市計画のみ) 
臨港地区は、港湾の管理運営上、港湾施設としての機能を整備し、港湾周辺の効

率的利用を図るために指定されるもので、尾道糸崎港の区域を地先公有水面とする

土地の一部に指定されています。  

決定年月日  決定及び変更の内容  

昭和 40(1965). 7. 6 

 

平成 18(2006). ４.１７ 

 

平成 20(2008).12.11 

 

建設省告示第 1732 号 

○面積約 42.3ha 

広島県告示第 314 号 

○面積約 82.7ha 

広島県告示第 995 号 

○面積約 88.8ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 貝野地区埋立地           写真 尾道糸崎港 
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■道路 

都市計画道路は、都市に住み都市で活動するすべての人々が日常的に利用する都

市施設で、人や物資輸送のための交通施設としての機能のほか、都市景観の形成、

生活環境上の空間、都市防災上の機能、また他の都市施設のための収容空間及び街

区構成等の機能を有しており、市街地の誘導発展など都市の構造に大きな影響を与

える都市の骨格施設です。都市計画道路は、都市計画法上の道路種別として自動車

専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路に分類されます。 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】   

種 別 番 号 路 線 名 
計画延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

整備済延長 

（ｍ） 

整備率 

（％） 

自動車専用道路 1･3･001 福 山 尾 道 三 原 線 3,370  23  3,370  100.0  

幹線街路 3･4･501 皆 実 貝 野 線 2,840  20  2,640  93.0  

〃 3･4･502 駅 桟 橋 線 170  20  170  100.0  

〃 3･4･503 糸 崎 新 倉 線 6,900  18  6,900  100.0  

〃 3･4･504 宮 沖 新 倉 線 2,710  18  2,710  100.0  

〃 3･4･505 城 町 中 之 町 線 4,370  18  3,170  72.5  

〃 3･4･506 本 町 古 浜 線 1,710  16  1,560  91.2  

〃 3･4･507 円 一 皆 実 線 900  16  900  100.0  

〃 3･4･508 和 田 新 倉 線 2,080  16  2,080  100.0  

〃 3･4･509 本 町 西 線 930  16  170  18.3  

〃 3･4･510 皆 実 西 野 線 1,890  16  1,890  100.0  

〃 3･4･511 港 町 恵 下 谷 線 990  18  990  100.0  

〃 3･5･512 三 原 駅 前 線 220  15  220  100.0  

〃 3･5･513 宮 沖 円 一 線 2,600  12  2,600  100.0  

〃 3･5･514 東 町 古 城 線 650  12  250  38.5  

〃 3･5･515 宮 沖 和 田 線 1,350  12  560  41.5  

〃 3･6･517 港 町 円 一 線 450  11  450  100.0  

〃 3･4･518 三 原 駅 西 線 740  16  740  100.0  

〃 3･5･519 三 原 駅 東 線 1,090  12  1,090  100.0  

〃 3･5･520 糸 崎 港 線 2,440  12  1,462  59.9  

〃 3･6･521 糸 崎 桟 橋 線 230  8  0  0.0  

〃 3･5･525 宮 浦 巡 回 線 3,440  12  3,440  100.0  

〃 3･4･526 糸 崎 新 倉 山 手 線 10,140  18  10,140  100.0  

〃 3･4･527 宮 浦 西 野 線 700  18  0  0.0  

〃 3･5･528 古 城 通 糸 崎 線 2,600  14  2,280  87.7  

区画街路 7･6･501 城 町 線 190  8  190  100.0  

〃 7･6･502 港 町 線 190  8  190  100.0  

〃 7･4･503 駅 広 場 線 100  21  100  100.0  

〃 7･5･504 皆 実 宮 沖 線 520  12  520  100.0  

〃 7･7･505 宮 浦 線 310  6  310  100.0  

〃 7･7･506 頼 兼 線 280  6  280  100.0  

合計 ３１路線 57,100    51,372  84.0 

（令和７年４月現在） ※1･3･001福山尾道三原線の計画延長は，三原市域分の延長  
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（道路つづき） 

【本郷都市計画区域】   

種 別 番 号 路 線 名 
計画延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

整備済延長 

（ｍ） 

整備率 

（％） 

幹線街路 3･4･1 椋 本 三 太 刀 線 3,340 16 1,200 35.9 

〃 3･5･2 了 木 西 河 崎 線 1,100 12 350 31.8 

〃 3･5･3 南 中 埜 一 丁 線 870 14 620 71.3 

合計 ３路線 5,310   2,170 46.3 

（令和７年４月現在） 

 

■公園緑地 

私たちの生活のなかで、憩いの場、休息の場，レクリェーションの場として利用

されている公園緑地は、災害時の避難場所、大気汚染、騒音公害等の緩衝地帯とし

ての効果をもつなど都市環境を形成するうえで重要な役割を果たしています。都市

公園は、日常生活に密着した比較的小規模なものから大規模なものまで、利用対象

や誘致圏、機能に応じて分類されます。  

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】     

種 別 番 号 公 園 名 
計画面積 

（ha） 

開設面積 

（ha） 

都 

市 

計 

画 

公 

園 

運動公園 6・5・501 三 原 運 動 公 園 17.50 17.50 

近隣公園 3・3・501 宮 浦 公 園 3.96 3.96 

街区公園 2・2・501 湧 原 公 園 0.47 0.00 

〃 2・2・502 広 友 公 園 0.33 0.34 

〃 2・2・503 古 浜 北 公 園 0.33 0.34 

〃 2・2・504 古 浜 南 公 園 0.19 0.20 

〃 2・2・505 皆 実 東 公 園 0.34 0.35 

〃 2・2・506 皆 実 西 公 園 0.28 0.29 

〃 2・2・507 和 田 公 園 0.11 0.11 

〃 2・2・508 宗 郷 第 三 公 園 0.10 0.11 

〃 2・2・509 江 南 中 公 園 0.34 0.35 

〃 2・2・510 江 南 東 公 園 0.11 0.10 

〃 2・2・511 江 南 西 公 園 0.21 0.21 

〃 2・2・512 江 南 北 公 園 0.15 0.15 

〃 2・2・513 城 町 公 園 0.10 0.09 

〃 2・2・514 皆 実 第 一 公 園 0.28 0.28 

〃 2・2・515 皆 実 第 二 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・516 皆 実 第 三 公 園 0.34 0.34 

〃 2・2・517 明 神 公 園 0.10 0.10 
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（公園続き） 

種別 番号 公園名 
計画面積 

（ha） 

開設面積 

（ha） 

都 

市 

計 

画 

公 

園 

街区公園 2・2・518 七 宝 公 園 0.25 0.25 

〃 2・2・519 西 宮 公 園 0.53 0.53 

〃 2・2・520 堀 川 公 園 0.11 0.11 

〃 2・2・521 宗 郷 第 一 公 園 0.21 0.21 

〃 2・2・522 宗 郷 第 二 公 園 0.21 0.21 

〃 2・2・523 明 神 南 公 園 0.24 0.25 

〃 2・2・524 頼 兼 公 園 0.25 0.25 

〃 2・2・525 西 町 公 園 0.06 0.07 

〃 2・2・526 円 一 南 公 園 0.05 0.05 

〃 2・2・527 糸 崎 第 一 公 園 0.12 0.12 

〃 2・2・528 宮 浦 第 一 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・529 宮 浦 第 二 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・530 宮 浦 第 三 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・531 糸 崎 第 二 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・532 中 之 町 第 一 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・533 中 之 町 第 二 公 園 0.13 0.13 

〃 2・2・534 本 町 中 央 公 園 0.11 0.11 

〃 2・2・535 宮 浦 第 四 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・536 宮 浦 第 五 公 園 0.20 0.20 

〃 2・2・537 大 西 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・538 円 一 東 公 園 0.08 0.08 

〃 2・2・539 皆 実 第 四 公 園 0.13 0.13 

〃 2・2・540 小 浦 公 園 0.08 0.08 

〃 2・2・541 皆 実 第 五 公 園 0.18 0.18 

〃 2・2・542 西 野 公 園 0.12 0.12 

〃 2・2・543 西 町 第 二 公 園 0.65 0.65 

〃 2・2・544 港 町 公 園 0.09 0.08 

〃 2・2・545 中 之 町 第 三 公 園 0.13 0.13 

〃 2・2・546 古 城 通 公 園 0.68 0.68 
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（公園続き） 

種別 番号 公園名 
計画面積 

（ha） 

開設面積 

（ha） 

都 

市 

計 

画 

公 

園 

街区公園 2・2・547 東 町 第 一 公 園 0.23 0.23 

〃 2・2・548 明 神 第 一 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・549 明 神 第 二 公 園 0.19 0.19 

〃 2・2・550 田 野 浦 第 一 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・551 田 野 浦 第 二 公 園 0.22 0.22 

〃 2・2・552 青 葉 台 第 二 公 園 0.11 0.11 

〃 2・2・553 青 葉 台 第 三 公 園 0.12 0.12 

〃 2・2・554 西 部 団 地 第 一 公 園 0.11 0.11 

幼児公園 1・1・501 円 一 公 園 0.08 0.07 

合 計 ５７公園 32.41 31.99 

（令和７年４月現在）  
 

 

【本郷都市計画区域】   

種別 番号 公園名 
計画面積 

（ha） 

開設面積 

（ha） 

都 
市 
計 

画 

公 

園 

総合公園 5・4・1 
本 郷 総 合 公 園 

( 仮 称  空 港 記 念 公 園 ) 
8.10 0.00 

特殊公園 8・4・1 三 景 園 6.30 6.30 

近隣公園 3・3・1 東 本 通 ８ 号 公 園 1.40 0.00 

街区公園 2・2・1 本 郷 第 １ 街 区 公 園 0.19 0.19 

〃 2・2・2 本 郷 第 ２ 街 区 公 園 0.15 0.15 

〃 2・2・3 東 本 通 １ 号 公 園 0.10 0.00 

〃 2・2・4 東 本 通 ２ 号 公 園 0.10 0.00 

〃 2・2・5 東 本 通 ３ 号 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・6 東 本 通 ４ 号 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・7 本 郷 第 ５ 街 区 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・8 東 本 通 ６ 号 公 園 0.10 0.10 

〃 2・2・9 東 本 通 ７ 号 公 園 0.14 0.14 

合 計 １2公園 16.88 7.18 

（令和７年４月現在） 
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■下水道 
下水道は、市街地における雨水を排除して、浸水を防除するとともに、家庭から

の生活排水や工場・事業所などの排水を集めて処理して、快適な生活環境を確保す

る都市の基幹施設です。また、同時に河川等の公共水域の水質保全を図るための必

要不可欠な施設です。三原市は、東広島市とともに沼田川流域関連公共下水道事業

として実施しています。  

【三原公共下水道】※事業計画における進捗率     

計画 区分 
事業計画（注 1） 

（ha） 

供用開始（注 2） 

（ha） 

進捗率 

（％） 

汚水 処理区域 850.4 705.6 83.0 

雨水 排水区域 838.3 731.4 87.2 

（注1）三原市流域関連公共下水道事業計画（第16回変更）令和6年度における事業計画区域 

（注2）令和7年4月末現在 

 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

平成 2(1990).10.22 沼田川流域下水道決定広島県告示第1078号  

○排水区域約1,838ha（内三原市約923ha）  

下水管渠約32,240ｍ，沼田東中継ポンプ場，沼田浄化センター  

平成 2(1990).10.23 三原公共下水道決定三原市告示第55号 

○処理区域約923ha，排水区域約923ha，  

下水管渠約10,640ｍ，雨水ポンプ施設３箇所 

平成 5(1993).11. 1 沼田川流域下水道変更広島県告示第1082号  

○排水区域約1,944ha（内三原市約1,029ha）， 

下水管渠約29,730ｍ  

平成 5(1993).11. 1 三原公共下水道変更三原市告示第68号 

○処理区域約1,029ha，排水区域約1,029ha，  

雨水ポンプ施設４箇所 

平成 6(1994). 2.28 沼田川流域下水道変更広島県告示第210号  

○下水管渠放流渠約40ｍ 

平成 6(1994).12.22 沼田川流域下水道変更広島県告示第1135号  

平成 9(1997). 8.11 沼田川流域下水道変更広島県告示第848号  

○排水区域三原公共下水道，本郷公共下水道，河内公共下水道， 

下水管渠沼田川幹線 ,放流，沼田川浄化センター， 

沼田東中継ポンプ場 

平成 9(1997). 8.11 三原公共下水道変更三原市告示第62号 

○処理区域約1,033ha，排水区域約1,033ha，  

その他の施設４箇所（雨水排水ポンプ場） 

平成11(1999).12.14 三原公共下水道変更三原市告示第81号 

○その他の施設５箇所（雨水排水ポンプ場） 

平成13(2001).12.10 三原公共下水道変更三原市告示第103号  

○処理区域約1,120ha，排水区域約1,120ha，  

その他の施設６箇所 

平成18(2006). 3.13 沼田川流域下水道変更広島県告示第274号  

平成18(2006). 3.13 三原公共下水道変更三原市告示第18号 

○処理区域約1,123ha，排水区域約1,123ha，その他の施設6箇所 

平成20(2008). 3.21 三原公共下水道変更三原市告示第27号 

○その他の施設7箇所 

平成25(2013). 3.14 三原公共下水道変更三原市告示第23号 

○処理区域約1,132ha，排水区域約1,132ha，その他の施設7箇所 

平成26(2014). 7.31 沼田川流域下水道変更広島県告示第537号  
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（下水道つづき） 

【本郷公共下水道】※事業計画における進捗率     

計画 区分 
事業計画（注 1） 

（ha） 

供用開始（注 2） 

（ha） 

進捗率 

（％） 

汚水 処理区域 691.1 548.7 79.4 

雨水 排水区域 210.7 138.2 65.6 

（注1）三原市流域関連公共下水道事業計画（第16回変更）令和6年度における事業計画区域 

（注2）令和7年4月末現在  

 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

平成 2(1990).10.15 本郷公共下水道決定本郷町告示第48号 
○処理区域約773ha，排水区域約268ha 
下水管渠約1,980m，雨水管渠約1,470m， 
雨水ポンプ施設１箇所 

平成 5(1993).11. 5 本郷公共下水道変更本郷町告示第58号 
○雨水管渠約880m，雨水ポンプ施設２箇所 

平成 7(1995).12.18 本郷公共下水道変更本郷町告示第58号 
○汚水管渠約1,280m，雨水ポンプ施設２箇所 

平成13(2001). 1.30 本郷公共下水道変更本郷町告示第1号 
○幹線管渠(汚水･雨水)を削除 

平成16(2004). 3.17 本郷公共下水道変更本郷町告示第12号 
○その他の施設３箇所 

平成18(2006). 3.13 本郷公共下水道変更三原市告示第19号 
○処理区域約794ha，排水区域約289ha，その他の施設３箇所 

平成25(2013). 3.14 本郷公共下水道変更三原市告示第24号 
○その他の施設３箇所 

 

■ごみ焼却場 

【備後圏都市計画区域(三原都市計画)】 （単位：ｍ
２
，％）  

名   称  計 画 面 積 

（㎡） 

整備済面積 

（㎡）  

整備率 

（％）  番号 ごみ焼却場名 

501 三原市清掃工場   約  80,600  約  80,600  100.0 

 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

 昭和53(1978). 1.31 

 

 平成 6(1994).12.16 

 ごみ焼却場の決定  三原市告示第７号 

 ○三原市清掃工場  約 4.8ha  120t／16hr 

 ごみ焼却場の変更  三原市告示第68号  

 ○501号  三原市清掃工場  約 80,600ｍ２ 120t／16hr 
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（ごみ焼却場つづき） 

【本郷都市計画区域】   

名   称  計画面積 

（㎡）  

整備済面積 

（㎡）  

整備率 

（％）  番号 ごみ焼却場名 

1 本郷クリーンセンター   約  5,600  約  5,600  100.0 

 

決定変更年月日  決定及び変更の内容  

 平成3(1991). 8.21 

 

 ごみ焼却場の決定   

 ○１号  本郷クリーンセンター   26t／24hr  

 

■汚物処理場（三原都市計画のみ） 

 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】   

名   称  計画面積 

（㎡）  

整備済面積 

（㎡）  

整備率 

（％）  番号 汚物処理場名 

51 三原市汚泥再生処理センター  11,600 13,900 － 

  （令和5年3月現在）  

 

決定年月日   決 定  の  内  容  

昭和51(1976). 4. 1  汚物処理場の決定 三原市告示第24号 

〇  1号  三原市し尿処理場 約  1.0ha 140kl／日  

平成22(2011).12.13 汚物処理場の変更 三原市告示第90号 

○  51号  三原市汚泥再生処理センター 約13,900㎡  

平成27(2015). 9.24 汚物処理場の変更 三原市告示第126号  

○  51号  三原市汚泥再生処理センター 約11,600㎡  

 

■防砂の施設 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】  

名  称  
計画延長 

（ｍ）  

整備済面積 

（㎡）  

整備率 

（％）  

 西 野 川 砂 防 設 備   約1,170        0     0.0 

   （令和7年４月現在）  

 

決定年月日  決 定  の  内  容  

 平成 9(1997).12.15  防砂の施設の決定 三原市告示第97号 

 ○西野川砂防設備 流路工  約  1,170ｍ  
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■土地区画整理事業 

 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】        

地  区  名
面積

（ha）
事業年度 適    用

宮 野 浦 土 地 区 画 整 理 事 業 42.59 S11～S17

糸 崎 土 地 区 画 整 理 事 業 21.39 S17～S28

城 町 土 地 区 画 整 理 事 業 24.07 S18～S35

古 浜 土 地 区 画 整 理 事 業 18.67 S36～S43

皆 実 土 地 区 画 整 理 事 業 21.33 S40～S45

江 南 土 地 区 画 整 理 事 業 27.10 S42～S47

皆 実 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 24.04 S45～S48

宗 郷 土 地 区 画 整 理 事 業 22.00 S48～S53 S48.6.6 広島県告示第461号

宮 浦 土 地 区 画 整 理 事 業 91.80 S51～H４ S50.10.21 広島県告示第893号

S58.3.24 広島県告示第334号

明 神 土 地 区 画 整 理 事 業 17.47 H5～H15 H4.9.10 三原市告示第52号

新 倉 土 地 区 画 整 理 事 業 9.60 H12～H21

１１地区 320.06

 

【本郷都市計画区域】                  

地  区  名
面積

（ha）
事業年度 適    用

東 本 通 土 地 区 画 整 理 事 業 約47.7 H11～R11 R7.3.10 三原市告示第25号

原 市 沖 土 地 区 画 整 理 事 業 11.81 H13～H16

2地区 約59.51

 

 

■市街地再開発事業（三原都市計画のみ） 

市街地再開発事業は、老朽化した木造建築物が密集している市街地などで、細分

化された敷地を統合し、協同建築物（中高層ビル）の建設を行うことで、公園や道

路など公共施設の整備を可能にする事業です。 

土地や建物について、権利を持っている人は、それぞれ権利に応じて、新しく建

設されたビルと敷地に権利が移し換えられることになります。  

 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】   

地  区   名
面   積

（ha）
事業年度 摘    要

三 原 駅 前 市 街 地 再 開 発 事 業 2.8 S48～S55 S49.2.22 広島県告示第141号

 S55.9.16 広島県告示第828号
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■地区計画 

【備後圏都市計画区域（三原都市計画）】   

名   称  
面 積  
（ha）  

地区整備計画  摘    要  

三原西部工業団地地区  145.9 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
壁 面 の 位 置 の 制 限 
かき又は柵の構造の制限 

H 3. 9.30三原市告示第59号 
H 5. 5.13三原市告示第28号 
H 7.11. 9三原市告示第70号 
H13.10.11三原市告示第87号 

明神 ･田野浦地区  18.5 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
建築物等の高さの最高限度  
壁 面 の 位 置 の 制 限 

H 8. 3.25三原市告示第14号 
H13.10.11三原市告示第86号 

新倉町木之浜地区  11.3 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
建築物等の高さの最高限度  
壁 面 の 位 置 の 制 限 
かき又は柵の構造の制限  

H13.10.11三原市告示第84号 
H17.12.21三原市告示第95号 
H31.３.６三原市告示26号 

あやめヶ丘地区  10.3 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
壁 面 の 位 置 の 制 限 
建築物等の形態又は意匠の制限 
かき又は柵の構造の制限  

H13.10.11三原市告示第84号 

みはら青葉台地区  8.1 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
建築物等の高さの最高限度  
壁 面 の 位 置 の 制 限 
建築物等の形態又は意匠の制限 
かき又は柵の構造の制限  

H13.10.11三原市告示第85号 

松江地区 4.0 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
建 築 物 の 容 積 率 
建 築 物 の 建 ぺ い 率 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 

H19.3.27三原市告示第33号 
H31.3.6三原市告示第27号 

 

【本郷都市計画区域】   

名   称  
面 積  
（ha）  

地区整備計画  摘    要  

下三田地区  6.5 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
建 築 物 の 容 積 率 
建 築 物 の 建 ぺ い 率 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度  

H19.3.27三原市告示第34号 

本郷産業団地地区 31.0 建 築 物 の 用 途 の 制 限 
敷 地 面 積 の 最 低 限 度 
壁 面 の 位 置 の 制 限 
かき又は柵の構造の制限 

R2.1.21三原市告示第５号 
R4.11.22三原市告示第138号 
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